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旧三井家下鴨別邸における 

外国人観光客向けヨガ体験プログラムの試行実施について 

 
 
 
 
 
 

 
この度，（公社）京都市観光協会では，国の重要文化財にも指定されている旧三井家下鴨

別邸において，新たに外国人観光客向けに英語でのヨガ体験プログラムを試行実施します

ので，お知らせいたします。 

健康志向の高まりから世界的にヨガを楽しむ方々が急増していると言われており，特に

海外富裕層等の間で人気が高まっています。 

今回，そうしたニーズを捉え「京都の文化財でのヨガ」といった訪日旅行中に唯一無二

の体験メニューを提供することで，外国人観光客の満足度の向上，「コト消費」の取込み強

化等を目指して，朝昼夜の３つの時間帯で試行実施を行い，参加者の声も参考に今後の本

格実施に繋げていきます。 

引き続き，（公社）京都市観光協会では，文化財等を活用した体験型メニューの拡充によ

る新たな魅力の創出や文化財の保全への理解促進を図るとともに，世界的に注目されつつ

ある「ウェルネスツーリズム（健康の維持・増進を目的とした体験を組合せた旅行）」と言

われる新しいスタイルへの対応など，京都観光の様々な課題を解決する多面的なアプロー

チにより，ＤＭＯ登録法人として観光地の経営に取り組んでまいります。 

 

１ 旧三井家下鴨別邸における外国人観光客向けヨガ体験プログラム試行実施の概要 

（１）日 時 平成３１年１月２１日(月)朝・昼，１月２２日(火)朝・昼 

            １月２５日(金)昼・夜，１月２７日(日)朝・昼 

            １月２８日(月)朝・昼，１月２９日(火)昼・夜 

  １月３１日(木)昼・夜，２月 ４日(月)朝・昼  全８日 

                   朝の部 午前９時半～午前１１時半 
      昼の部 午後１時 ～午後 ３時 
      夜の部 午後４時半～午後 ６時半 ※閉館後の実施 

文化財を活用した 

新たな外国人観光客向け体験メニュー 



 

（２）場 所 旧三井家下鴨別邸 主屋２階座敷（京都市左京区下鴨宮河町５８番地２） 

（３）対 象 ２０歳以上の外国人観光客 

（４）定 員 各回８名（先着順） 

（５）料  金 無料（アンケートに回答して頂けることが条件） 

（６）申込方法 メール（staff@japanwondertravel.com）にて前日までに申込み 

（７）使用言語  英語 

（８）主 催  公益社団法人京都市観光協会  

（９）共 催 京都市文化財公開施設運営管理事業受託コンソーシアム 

（10）参 考 参加者募集の情報については，本市の外国人観光客向け公式サイト「KYOTO 

CITY OFFICIAL TRAVEL GUIDE」（https://kyoto.travel/）等に掲載 

 

２ 旧三井家下鴨別邸について 

大正１４年に完成した下鴨神社の南に位置する豪商・旧三井家の別邸。三井家１１家

の共有の別邸として三井北家(総領家)第１０代の三井八郎右衞門高棟(たかみね)によっ

て建築されました。建築に際しては，木屋町三条上るにあった三井家の木屋町別邸が主

屋として移築されています。昭和２４年（１９４９）に国に譲渡され，その後，京都家

庭裁判所の所長宿舎として平成１９年まで使用されました。 

近代京都で初期に建築された主屋を中心として，大正期までに整えられた大規模別邸

の屋敷構えが良好に保存されており，高い歴史的価値を有していることから，平成２３

年に重要文化財に指定されました。約４年間にわたる修復工事を終え，平成２８年１０

月から一般公開されています。 

  公式サイト https://www.kyokanko.or.jp/mitsuike/index.html 

 

３ 本件についての問合せ先 

（公社）京都市観光協会 担当：水上・加藤 （午前９時から午後５時まで） 

 TEL ０７５－２１３－００７０  FAX ０７５－２１３－１０１１ 

 

（参 考）ＤＭＯ登録法人について 

 地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の

視点に立った観光地域づくりの舵取り役として，多様な関係者と協同しながら，明確なコ

ンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに，戦略を着

実に実施するための調整機能を備えた法人。 

 平成３０年１２月２１日時点で，日本全国の１０２法人が登録されており，（公社）京都

市観光協会も登録法人の一つである。 

 ＤＭＯは，Destination Marketing/Management Organization の略 
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